
立地適正化計画の策定について

令和７年３月１０日
第６４回三木市都市計画審議会



計画の骨子についてご説明
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前回のご報告からこれまで

前回審議会

・関連機関等へ素案の確認依頼、意見の募集

・頂戴した意見を反映し、素案の修正

令和６年
１２月

令和７年
１月～２月 パブリックコメントの実施

本日 都市計画審議会にて諮問・答申
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主な変更点について

◆都市機能誘導区域名称変更

「青山７丁目周辺」⇒「青山７丁目」

理由：該当区域は、青山７丁目のみのため

◆都市機能誘導施設の一部変更

「神姫バス三木営業所周辺」から、「総合スーパー」を除外
理由：区域内で維持すると位置付けている複合型商業施設内

に生鮮食品を扱う店舗が入っているため
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説明会及びパブリックコメントの結果

住
民

説
明
会

内容： 素案の内容について説明

対象者： 市街化区域を含む６地区の住民

実施時期： 令和６年１１月

参加者： 全体で６８名

パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト

実施期間： 令和７年１月６日～２月４日（３0日間）

素案公開場所： ホームページ、当課窓口、情報公開コーナー、
吉川支所、市立公民館（１０地区）

説明会参加者： ６名
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計画内容について - 概要 -

●策定背景と目的：

●計画期間：令和７年度～令和１６年度
１０年間

●計画区域：東播都市計画区域

経済成⾧と人口の増加

空き家・空き地が増加

人口の集積によって、
商業や医療施設、公共
交通などが発展

商業や医療施設、公共
交通などの維持が困難

人口減少・少子高齢化が
継続すると…

市民が便利に暮らせるようなまとまりのある地域
を定め、居住や医療・商業施設等の都市機能がま
とまって立地し、住民が徒歩や拠点間を結ぶ公共
交通により、生活サービスにアクセスできるまち
づくりの推進が不可欠です。
この様なまちづくりは短期間に実現するものでは
なく、計画的に進める必要があることから、⾧期
的な視点で将来を見据えたまちづくりを進めるた
めに、立地適正化計画を策定します。

解決する
ために…
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計画内容について - 課題と方針 -

三木市総合計画の
将来像が基本理念

三木市都市計画
マスタープランの
目標が基本方針

※三木SIC
：三木スマートインターチェンジの略。整備中。

各拠点の特性を生かしながら拠点性の着実な向上を図る。
また、都市の骨格を成す交通網から各方面へと延びる階層性を
もった交通ネットワークによって多方面から拠点へアクセスで
きる姿を目指す。

目指すべき都市の骨格構造

持続的かつ効率的な
都市運営の実現
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居住誘導区域
公共交通のアクセス性や現在の居住状況を踏まえて設

定し、緩やかに居住の誘導を図ることで、快適な住環境
の維持・増進を促進する。

都市機能誘導区域
既に都市機能が一定程度充実している区域や、公共交

通アクセスの利便性が高い区域を都市機能誘導区域に設
定し、必要な都市機能の誘導による拠点性の着実な向上
を図る。

日常サービス誘導区域
都市機能誘導区域に加えて、幹線道路沿いを中心に設

定し、居住誘導区域内の利便性の向上を図る。
※本市独自の区域です。

都市の骨格構造に基づき、法で定められている居住
誘導区域と都市機能誘導区域に加え、三木市独自の
日常サービス誘導区域を設定する。

計画内容について - 誘導区域と施設 -
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計画内容について - 誘導区域と施設 -

〇:区域内に既に立地のある都市機能誘導施設
●:区域内に立地のない都市機能誘導施設

 大規模  
集客  
施設  

商業  
施設  

医療  
施設  

子育 て  
支援  
施設  

文化交流施設  行政  
施設  

複
合
型

 

商
業
施
設

 

総
合

 

ス
ー
パ
ー

 

病
院

 

児
童

 

セ
ン
タ
ー

 

文
化
会
館

 

公
民
館
等

 

資
料
館
等

 

図
書
館

 

市
役
所

 

①   神姫 バス  
三木営業所周辺  ○  

 
       

②   三木駅 ・  
三木市役所周辺  ●  ●  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

③   恵比須駅周辺  
 

○  ○        

④   志染駅周辺  ●  ○  ●        

⑤   緑 が 丘駅周辺   ○  ●        

⑥   センター 前  
(青山 )周辺   ○     ○  

 
○  

 
⑦   青山 7 丁目       ●     

誘 導 施 設  

都 市 機 能  
誘 導 区域  

※災害リスクのある区域が見直された際は、見直し内容に準ずる。

それぞれの地域の特性等を踏まえて、
地域住民の生活利便性を維持するため
に維持・誘導すべき施設を、都市機能
誘導施設として設定する。
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計画内容について - 防災指針 -

居住誘導区域における災害による被害をでき
る限り回避又は低減させるために防災指針を
定め、誰もが安心して暮らせる、より安全で
強靭なまちを目指す。
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計画内容について
- 施策と評価 - 都市機能誘導区域内に

都市機能を誘導するための施策

誘導施策

居住誘導区域内に居住を
誘導するための施策

日常サービス誘導区域内に
日常サービスを誘導するための施策

鉄道及び幹線バスによる、
安定した地域公共交通網の形成・維持

まちづくりと連携した
地域公共交通サービスの形成

都市機能誘導に関する指標

公共交通に関する指標

居住誘導に関する指標

防災に関する指標

○公共施設再配置の推進
○国等の直接支援策や各種支援制度の活用も想定した都市機能の誘導
○空き家・空き店舗の活用

○新生活支援策の拡充を検討
○団地再生事業の推進
○空き家の適正管理及び活用

○起業や中小企業への支援
○空き家・空き店舗の活用（再掲）

○神戸電鉄粟生線の維持・存続に向け、同線の活性化及び利用促進
○交通結節点の環境整備
○市外への通勤・通学に対応した広域的なバス路線網の形成と、接

続する市内間移動の利便性の向上

○地域に馴染む移動手段の確保
○自動運転等の他のモビリティサービスの導入可能性の検討
○移動に制約を持つ方々に対応した移動手段の確保

評価指標

○誘導施設の増加数
○誘導施設の休廃止の届出件数

○市内粟生線各駅利用者数
○バス１便当たり利用者数
○公共交通の満足度の回答割合

○人口密度
○本市の住みやすさの回答割合
○空き家の増加率

財政に関する指標

○公共建築物の総延床面積

※第６章の防災まちづくりの取組と整合

○防災に関する取組の満足度の回答割合
○自宅周辺のリスクや避難所把握の回答割合

◆三木市立地適正化計画は、
2044（令和26）年度を目標と
する⾧期的な計画。

◆ Plan（計画）・Do（実行）・
Check（評価）・ Action（改善）
のPDCAサイクルの考え方に基づき、
誘導施策や評価指標の進捗状況を検
証する。

◆社会情勢の変化や誘導施策の進捗状
況等に応じて計画の見直しを行う。
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諮問について



今後について
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令和７年３月３１日:「三木市立地適正化計画」策定

４月１日:計画の施行、届出義務の発生


